
平成２８年度 第４回県政参画電子アンケート 

「森林環境保全税」に関するアンケート 

 １ 調査概要 

  ○テーマ    森林環境保全税に関するアンケート 

  ○実施期間  平成２８年７月２５日 から ８月８日 ９：００ まで 

  ○対象     県政参画電子アンケート会員 ９２９名 

  ○回答数    ７７１名（回答率 ８３．０％） 

 

 

 ２ アンケート目的・概要 
鳥取県では、平成１７年度からすべての県民が恩恵を受けている森林の公益的機能を持続的に発揮させ 

るため、森林環境を保全し、森林を守り育てる意識を高める費用等に充てるため、県民の皆様より「森林環境 
保全税」をご負担いただいています。 

現行制度は平成２９年度末に適用期間が満了することから、次期制度について検討を行っており、今回の 
調査は次期制度の在り方について県民皆様の意見を伺い、検討の参考とさせていただくため実施いたします。 

 

 ３ 【参考】森林環境保全税のこれまでの経緯 
（平成１７年４月）   
 森林環境保全税を導入し、適用期間を平成１９年度（３年間）までとした。 
（平成２０年）     
 使途の拡大や税額の引き上げ等を行った上で税制度を継続することとし、適用期間を平成２４年度（５年間の

延長）までとした。 
（平成２５年）     
 使途の一部拡充や補助事業の補助率を変更した上で税制度を継続することとし、適用期間を平成２９年度

（更に５年の延長）までとした。 
 

＜参考ＨＰ＞ 
・税の概要・使い道などについて   http://www.pref.tottori.lg.jp/100906.htm 
 
・これまでの経緯について       http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=206131 

 

 

【問１】あなたの森林への関心度についてお尋ねします。  

１ とても関心がある   91 人 11.8% 
 

２ 関心がある   365 人 47.3% 
 

３ あまり関心がない   268 人 34.8% 
 

４ 全く関心がない   47 人 6.1% 
  

 

  



【問２】あなたは、鳥取県の森林の状況をどう思われますか。  

１ 荒廃が進んでいると思う   295 人 38.3% 
 

２ 荒廃はあまり進んでいな

いと思う 
  159 人 20.6% 

 

３ よく手入れがされて

いると思う 
  46 人 6% 

 

４ 分からない   268 人 34.8% 
 

５ その他   3 人 0.4% 
  

 

【問３】あなたは、鳥取県が「森林環境保全税」を導入していることをご存じでしたか。  

１ 知っていた   98 人 12.7% 
 

２ 詳細は知らないが、

なんとなく知っていた 
  158 人 20.5% 

 

３ 知らなかった   515 人 66.8% 
  

 

【問４】「森林環境保全税」について、どのようにお考えですか。  

１ 賛成   144 人 18.7% 
 

２ 税負担の程度にも

よるが、賛成である 
  441 人 57.2% 

 

３ 趣旨には賛成であるが、

税負担には反対 
  118 人 15.3% 

 

４ 反対   19 人 2.5% 
 

５ 分からない   49 人 6.4% 
  

 

【問５】「森林環境保全税」は現在、個人では年間５００円、法人では資本金に応じ年間１，０００円

から４０，０００円（法人県民税の５％相当額）を県民税に上乗せして負担をいただいております。 

この負担額について、どのようにお考えですか。  

１ 高い   131 人 17% 
 

２ 妥当だと思う   573 人 74.3% 
 

３ 安い   62 人 8% 
 

４ 無回答   5 人 0.6% 
  

 

【問６】あなたは、「森林環境保全税」の使い道をご存じでしたか。  

１ 知っていた   36 人 4.7% 
 

２ なんとなく知っていたが、

詳細は知らない 
  166 人 21.5% 

 

３ 知らなかった   569 人 73.8% 
  



 

【問７】前問で１又は２と回答された方にお尋ねします。 

「森林環境保全税」の使い道は何で知りましたか。【複数回答可】  

１ 新聞及び情報誌の広告

記事 
  81 人 10.5% 

 

２ とっとり環境の森づくり普

及啓発事業（森林環境フォー

ラム・植樹イベント）への参

加 

  41 人 5.3% 
 

３ 県民参加の森づくり

（森林体験）への参加 
  24 人 3.1% 

 

４ 森林環境保全税に

関するチラシ 
  34 人 4.4% 

 

５ 鳥取県ホームページ

（とりネット） 
  63 人 8.2% 

 

６ 県政だよりなどの

県の広報誌 
  103 人 13.4% 

 

７ その他   21 人 2.7% 
 

８ 前問１，２選択者のうち

無回答者 
  2 人 0.3% 

 

 

【問８】次の一覧は現在「森林環境保全税」で行っている事業です。 

あなたが、重要と思われるものはどれですか。次の一覧からお選びください。 【複数回答可】 

１ 森林の公益的機能を回復さ

せるため、県が所有者に代わっ

てスギ・ヒノキの人工林を広葉

樹との混交林へ誘導する事業 

  378 人 49% 
 

２ 森林を守る意識を高めるた

めの森林体験企画の実施に対

する支援 
  225 人 29.2% 

 

３ 森林所有者が行う保安林の

間伐・作業道整備・再造林に対

する支援 

  353 人 45.8% 
 

４ 森林所有者が行う放置され

た竹林の整備（林種転換、侵入

竹の伐採、駆除、竹の抜き伐り

等）に対する支援 

  393 人 51% 
 

５ 景観向上を図るため、市町

村が国立公園等の枯死木を伐

採をする費用を支援 
  294 人 38.1% 

 

６ 森林を守る意識を高めるた

めの普及啓発 
  213 人 27.6% 

 

７ 無回答   8 人 1% 
  

 

  



【問９】今後、さらに「森林環境保全税」による支援が必要と 

思われるものはどれですか。【複数回答可】   
１ 県産材の利用促進に

対する支援 
  305 人 39.6% 

 

２ 里山林（集落周辺の森

林）の整備・保全に

対する支援 

  378 人 49% 
 

３ 森林の整備に従事する担

い手の育成に対する支援 
  384 人 49.8% 

 

４ 未利用材を熱源や発電に

活用する取組みに

対する支援 

  229 人 29.7% 
 

５ 森林の有害鳥獣被害を

防止する取組みに

対する支援 
  199 人 25.8% 

 

６ 森林との関連が深い河川

を守る取組みに対する支援 
  235 人 30.5% 

 

７ 森林との関連が深い海を

守る取組みに対する支援 
  144 人 18.7% 

 

８ 現在の事業で

十分である 
  51 人 6.6% 

 

９ その他   13 人 1.7% 
 

１０ 無回答   6 人 0.8% 
  

 

【問１０】事業を追加して実施する場合、税額（負担）を増やす必要がありますが、 

そのことについてどう思われますか。  

１ 賛成   47 人 6.1% 
 

２ 税負担増の程度にも

よるが賛成 
  312 人 40.5% 

 

３ 趣旨には賛成するが、こ

れ以上の税負担は反対 
  294 人 38.1% 

 

４ 反対   64 人 8.3% 
 

５ どちらともいえない   49 人 6.4% 
 

６ 無回答   5 人 0.6% 
  

 

【問１１】「森林環境保全税」は、平成１７年度から平成１９年度までを第１期（３年間）、２０年度から

２４年度までを第２期（５年間）、２５年から３０年３月末までを３期（５年間）を適用期間としていま

す。適用期間についてどう思われますか。  

１ もっと長くする（７年程度）    126 人 16.3% 
 

２ ５年が適当    299 人 38.8% 
 

３ もっと短くする（３年程度）    71 人 9.2% 
 

４ どちらとも言えない。分か

らない。  
  270 人 35% 

 

５ 無回答    5 人 0.6% 
  



 

○性別  

１ 男性   339 人 44% 
 

２ 女性   432 人 56% 
  

 

○年令  

１ １０歳代   36 人 4.7% 
 

２ ２０歳代   70 人 9.1% 
 

３ ３０歳代   177 人 23% 
 

４ ４０歳代   203 人 26.3% 
 

５ ５０歳代   143 人 18.5% 
 

６ ６０歳代   94 人 12.2% 
 

７ ７０歳代以上   48 人 6.2% 
  

 

○市町村別  

１ 鳥取市   340 人 44.1% 
 

２ 米子市   203 人 26.3% 
 

３ 倉吉市   48 人 6.2% 
 

４ 境港市   37 人 4.8% 
 

５ 岩美町   8 人 1% 
 

６ 若桜町   1 人 0.1% 
 

７ 智頭町   1 人 0.1% 
 

８ 八頭町   15 人 1.9% 
 

９ 三朝町   7 人 0.9% 
 

１０ 湯梨浜町   25 人 3.2% 
 

１１ 琴浦町   18 人 2.3% 
 

１２ 北栄町   14 人 1.8% 
 

１３ 日吉津村   4 人 0.5% 
 

１４ 大山町   20 人 2.6% 
 

１５ 南部町   7 人 0.9% 
 

１６ 伯耆町   6 人 0.8% 
 

１７ 日南町   6 人 0.8% 
 

１８ 日野町   2 人 0.3% 
 

１９ 江府町   3 人 0.4% 
 

２０ 県外   6 人 0.8% 
  



 

○地区  

１ 東部地区   365 人 47.3% 
 

２ 中部地区   112 人 14.5% 
 

３ 西部地区   288 人 37.4% 
 

４ 県外   6 人 0.8% 
  

 


